
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
四
十
一
号
）
（
情
報
シ
ス
テ
ム
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
個
人
番
号
の
利
用
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
た
め
の
条
例
の
制
定 

二 

内
容 

 

㈠ 

県
の
責
務 

ア 

法
第
三
条
に
規
定
す
る
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
個
人
番
号
の
利
用
に
関
し
、
そ
の
適

正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。 

イ 

国
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
自
主
的
か
つ
主
体
的
に
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
施
策

を
実
施
す
る
。 

 

㈡
個
人
番
号
の
利
用
範
囲 

ア 

法
第
九
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
事
務
は
、
県
の
執
行
機
関
が
行
う
法
別
表
第
二
の

第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。 

イ 

県
の
執
行
機
関
は
、
㈡
ア
に
規
定
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
、
法

別
表
第
二
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
で
あ
っ
て
自
ら
が
保
有
す
る
も
の
を
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
法
第
十
九
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
、
情
報
提
供
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
他
の
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
か
ら
当
該
特
定
個
人

情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
一
月
一
日 

 
 

た
だ
し
、
㈡
の
一
部
に
つ
い
て
は
法
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日 


